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被扶養者実態調査

健保組合は、毎年、被扶養者の資格確認
をすることが法で義務付けられており、
ムラタ健保では、毎年「被扶養者実態調
査」を実施しています。

この「調査」は、被扶養者家族のみなさん
がムラタ健保の加入資格を継続するために、
全員が、必ず行っていただく必要がある手
続きです。手続きを行わず確認できない場
合は、外れていただくこともあります。

ムラタ健保では、Webシステムによる調査
を行なっており、毎回、回答方法の手順を
右のようなマニュアルを作成してご案内し
ています。


